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税

町税務課　TEL 096-234-1112（内線 115）

■
配
偶
者
控
除
お
よ
び
配
偶
者
特
別

　
控
除
の
改
正
に
つ
い
て

　

平
成
29

年
度
税
制
改
正
に
よ
り
配
偶

者
控
除
お
よ
び
配
偶
者
特
別
控
除
が
見

直
さ
れ
、
次
の
と
お
り
改
正
さ
れ
ま
し

た
。
平
成
30

年
１
月
以
降
の
所
得
に
適

用
さ
れ
、
平
成
31

年
度
の
住
民
税
か
ら

反
映
さ
れ
ま
す
。

■
配
偶
者
控
除
に
つ
い
て

　

納
税
義
務
者
（
扶
養
す
る
人
）
に
所

得
制
限
が
設
け
ら
れ
、
合
計
所
得
金
額

が
９
０
０
万
円
を
超
え
る
と
控
除
額
が

減
少
し
、
１
，
０
０
０
万
円
を
超
え
る

場
合
は
適
用
で
き
ま
せ
ん
。

■
配
偶
者
特
別
控
除
に
つ
い
て

　

配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額
の
上
限
が

１
２
３
万
円
ま
で
拡
大
さ
れ
、
そ
れ
に

合
わ
せ
て
控
除
額
が
変
更
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
納
税
義
務
者
（
扶
養
す
る
人
）

の
合
計
所
得
金
額
が
９
０
０
万
円
を
超

え
る
と
控
除
額
が
減
少
し
、
１
，

０
０
０
万
円
を
超
え
る
場
合
は
従
来
ど

お
り
適
用
で
き
ま
せ
ん
。

　

具
体
的
な
控
除
額
は
下
表
の
と
お
り

で
す
。

　

配
偶
者
控
除
お
よ
び
配
偶
者
特
別
控

除
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
町
税
務
課
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

配偶者の合計所得金額

【参考】

配偶者が給与収入の

みの場合、対応する

収入金額

納税義務者 ( 扶養する人 ) の合計所得金額

900 万円以下
900 万円超

950 万円以下

950 万円超

1,000 万円以下

配偶者

控除

38 万円

以下

配偶者が

70 歳未満
103 万円以下 33 万円 22 万円 11 万円

配偶者が

70 歳以上
103 万円以下 38 万円 26 万円 13 万円

配偶者

特別控除

38 万円超

90 万円以下 

103 万円超

155 万円以下
33 万円 22 万円 11 万円

90 万円超

95 万円以下

155 万円超

160 万円以下
31 万円 21 万円 11 万円

95 万円超

100 万円以下

160 万円超

166 万 8,000 円未満
26 万円 18 万円 9 万円

100 万円超

105 万円以下

166 万 8,000 以上

175 万 2,000 円未満
21 万円 14 万円 7 万円

105 万円超

110 万円以下

175 万 2,000 円以上

183 万 2,000 円未満
16 万円 11 万円 6 万円

110 万円超

115 万円以下

183 万 2,000 円以上

190 万 4,000 円未満
11 万円 8 万円 4 万円

115 万円超

120 万円以下

190 万 4,000 円以上

197 万 2,000 円未満
6 万円 4 万円 2 万円

120 万円超

123 万円以下

197 万 2,000 円以上

201 万 6,000 千円未満
3 万円 2 万円 1 万円

123 万円超 201 万 6,000 千円以上 対象外 対象外 対象外

・納税義務者（扶養する人）の合計所得金額が 1,000 万円を超える場合は控除を受けることができません。

・夫と妻の両方が配偶者控除を受けることはできません。

・前年の 12 月 31 日 ( 前年中に亡くなった場合は亡くなった日 ) の現況で判断します。

・事業専従者や内縁の妻または夫は対象外です。

　今回の改正により、配偶者の合計所得金額が 90 万円 ( 給与収入のみで 155 万円 ) までは従来の 38 万円 ( 同

103 万円 ) 以下に抑えた場合と同じ控除額に据え置かれるメリットがありますが、合計所得金額が 28 万円を

超えた場合は配偶者自身に住民税が課税される場合があることに注意してください。

■平成31年度以降の配偶者控除額および配偶者特別控除額
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国
民
年
金

町住民生活課 TEL 096‒234‒1113（内線 104）

■
納
め
た
国
民
年
金
保
険
料
は
全
額

　
が
社
会
保
険
料
の
対
象
で
す

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
お
よ

び
住
民
税
の
申
告
に
お
い
て
全
額
が
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
、
そ
の

年
の
課
税
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
、
税
額

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、
平
成
30

年
１
月
か
ら
12

月
ま
で
に
納
付
し
た
保

険
料
の
全
額
で
、
過
去
の
年
度
分
や
追

納
分
も
含
ま
れ
ま
す
。
ま
た
、
ご
自
身

の
保
険
料
だ
け
で
な
く
、
配
偶
者
や
ご

家
族
の
負
担
す
べ
き
保
険
料
を
支
払
っ

て
い
る
場
合
、
そ
の
保
険
料
も
合
わ
せ

て
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

■
社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
は
大
切

　
に
保
管
し
ま
し
ょ
う

　

平
成
30

年
中
に
納
付
し
た
保
険
料
に

つ
い
て
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
た

め
に
は
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
行

う
と
き
に
、
領
収
証
書
な
ど
保
険
料
を

支
払
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
添

付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
平
成
30

年
１
月
１
日
か

ら
９
月
30

日
ま
で
の
間
に
保
険
料
を
納

付
さ
れ
た
方
に
は
、
11

月
上
旬
に
日
本

年
金
機
構
か
ら
「
社
会
保
険
料
（
国
民

年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
が
送
ら

れ
ま
す
の
で
、
申
告
書
提
出
の
際
に
は

必
ず
こ
の
証
明
書
ま
た
は
領
収
証
書
を

添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
30

年
10

月
１
日
か
ら
12

月
31

日

ま
で
の
間
に
、
今
年
初
め
て
保
険
料
を

納
付
さ
れ
た
方
へ
は
、
翌
年
の
２
月
上

旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

控
除
証
明
書
に
つ
い
て
の
ご
照
会

は
、
控
除
証
明
書
の
は
が
き
に
表
示
さ

れ
て
い
る
日
本
年
金
機
構
の
電
話
番
号

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
保
険
料
は
期
限
内
に
納
付
を

　

税
法
上
と
て
も
有
利
な
国
民
年
金

は
、
老
後
は
も
ち
ろ
ん
不
慮
の
事
故
な

ど
万
一
の
と
き
に
も
心
強
い
味
方
と
な

る
制
度
で
す
。
保
険
料
は
納
め
忘
れ
の

な
い
よ
う
き
ち
ん
と
納
め
ま
し
ょ
う
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
東
年
金
事
務
所

　

TEL
０
９
６
‐
３
６
７
‐
２
５
０
３

社 会 保 険 料 控 除 に は
控除証明書が必要です

詳しくは町住民生活課にお問い合わせください

国
民
健
康
保
険

町住民生活課 TEL 096‒234‒1113（内線 106）

■ 

国
民
健
康
保
険
と
は

　

国
民
健
康
保
険
と
は
、
加
入
者
の
収

入
に
応
じ
て
国
民
健
康
保
険
税
を
出
し

合
い
、
病
気
や
け
が
の
と
き
の
経
済
的

負
担
を
軽
く
し
、
安
心
し
て
医
療
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
設
け
ら
れ
た
制
度
で
す
。

加
入
者
の
皆
さ
ん
か
ら
の
国
保
税
と
国

な
ど
か
ら
の
補
助
な
ど
で
、
県
と
町
が

共
同
で
国
保
の
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

会
社
な
ど
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
人
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加

入
し
て
い
る
人
、
生
活
保
護
を
受
け
て

い
る
人
を
除
き
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を 

「
国
民
皆
保
険
制
度
」
と
い
い
ま
す
。

■
被
保
険
者
証
は
大
切
に

　

国
保
の
加
入
手
続
き
を
す
る
と
、
被

保
険
者
1

人
ひ
と
り
に
被
保
険
者
証
を

交
付
し
ま
す
。
次
の
こ
と
に
注
意
し
て

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

●
記
載
内
容
の
確
認
を
し
ま
し
ょ
う

　

交
付
さ
れ
た
ら
記
載
内
容
を
必
ず
確

認
し
、
間
違
い
が
あ
る
場
合
は
自
分
で

訂
正
せ
ず
町
住
民
生
活
課
に
申
し
出
て

く
だ
さ
い
。

●
受
診
の
際
は
必
ず
準
備
く
だ
さ
い

　

医
師
に
か
か
る
と
き
は
、
必
ず
医
療

機
関
の
窓
口
に
提
出
し
ま
し
ょ
う
。
被

保
険
者
証
を
提
示
し
な
い
と
、
掛
か
っ

た
医
療
費
の
10

割
を
負
担
し
て
い
た
だ

く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
必
ず
手
元
に
保
管
し
ま
し
ょ
う

　

病
院
に
預
け
っ
放
し
に
す
る
の
は
や

め
ま
し
ょ
う
。

●
他
人
と
貸
し
借
り
す
る
の
は
や
め
ま

　
し
ょ
う

　

他
人
に
貸
し
た
り
借
り
た
り
す
る
こ

と
は
法
律
で
罰
せ
ら
れ
ま
す
。

●
紛
失
、
破
損
、
汚
損
の
場
合
は
再
交

　
付
の
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う

　

町
住
民
生
活
課
で
再
交
付
の
申
請
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。
本
人
確
認
が
で

き
る
も
の
と
印
か
ん
を
準
備
の
上
、
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
期
限
切
れ
の
被
保
険
者
証
は
返
却
し

　
ま
し
ょ
う

　

被
保
険
者
証
の
「
有
効
期
限
」
を
確

認
し
、
期
限
が
過
ぎ
て
い
る
場
合
は
町

住
民
生
活
課
に
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

被保険者証（保険証）は
大 切 に し ま し ょ う

国 保 イ メ ー ジ キ ャ ラ ク タ ー の 川 﨑 宗 則 さ ん


